
時 の 話 題～ 平成１８年度 第１９号（Ｈ１８．８．３１調査情報課）～ 

住宅用火災警報器 
設 置 の 義 務 化 

 近年、住宅火災による死者が増加しており、その半数以上
の要因が「逃げ遅れ」である。火災への対応にはまず“気づ
く”ことが有効であるため、消防法を改正し、本年６月から
新築住宅に火災警報器の設置を義務付けた。既存住宅は各市
町村の条例により５年以内に設置義務となる。悲劇を食い止
めるため、火災警報器の早期設置が求められる。 

１ 火災による死者の現状 
 平成１７年の全国の建物火
災における住宅火災（一般住
宅、共同住宅及び併用住宅）の
死者数は、１，２２０人と全体
の約９割を占めている（図１）。
近年、住宅は、ホテル・旅館、
百貨店等の集客施設と比べて
火災件数当たりの死者数が５
～１０倍程度となっており、建
物の中で最も死者が発生しや
すい用途といえる。 

図１ 建物火災に占める住宅火災の死者数 
（※放火自殺者等を除く） 

  
出典：総務省消防庁「平成 17 年における火災の概要」 

  
 住宅火災の経過別死者の
割合は、逃げ遅れが最も多
く、全体の６３．１％を占
めている（図２）。中でも、
夜間の睡眠時間帯における
死者が約４割を占め、火災
に気づかないために、逃げ
遅れてしまうと考えられて
いる。 

図２ 住宅火災の経過別死者の割合（※放火自殺者等を除く） 

  
出典：総務省消防庁「平成 17 年における火災の概要」 

また、住宅火災における
人口１０万人あたりの死者
数を年齢別にみると、６５
才から６９才の１．５人か
ら高齢者になるにつれて急
激に増加し、全体として高
齢者の死者数が突出してい
る（図３）。 
今後の高齢化の進展を考
えると、さらに住宅火災に
よる死者が増加する恐れが
ある。 

図３ 住宅火災における年齢別死者の発生状況（平成 17 年） 
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出所：厚生労働省「人口動態調査」 

 

逃げ遅れ 

７７０人

（63.1％）

着衣着火 
76 人（6.2％） 

出火後再進入 
28 人（2.3％） 

その他 
346 人（28.4％） 

人口 10 万人あたりの死者数 

高齢者の 

死者数が突出！！ 

住宅火災 

1,220人（89.3%） 

住宅以外の建物火災 
146 人（10.7%） 



２ 住宅用火災警報器の義務化と効果 
（１）住宅用火災警報器の義務化 

住宅火災による死者数の急増から、床面積５００㎡以下の住宅についても「煙」を
感知する住宅用火災警報器の設置を義務付けることを内容とする『消防法及び石油コン
ビナート等災害防止法の一部を改正する法律』が平成１６年６月に公布された。この法
改正を受けて、① 設置場所を定めた政令が１０月に公布され、② 設置箇所ごとの警報
器の種別等を定めた省令が１１月にそれぞれ公布された。 
改正法は、新築住宅に対しては平成１８年６月１日から、既存住宅に対しては概ね

平成２０年から２３年の間で各市町村条例が定める日から適用される。 

 
 
 
 

  

新築住宅 
 

 

既存住宅 
 

 

  
東京都では、国に先駆け平成１６年３月に火災予防条例を改正し、新築住宅に対して
『各居室、台所、階段』への住宅用火災警報器設置を義務化している（適用は同年１０月）。 
平成１８年３月には、さらに条例を改正し、努力義務であった既存住宅にも設置を義
務化した（適用は平成２２年４月）。既存住宅の設置状況は、平成１７年６月現在で
１５．９％となっている。 
また、努力義務としていた維持管理についても適格な保守管理を義務化した。 

 
■ 東京都における住宅用火災警報器の設置等に係る経緯 

項目 内容 

平成 16年 3月［東京都］ 

改正火災予防条例 公布（同年 10月施行） 

住宅用火災警報器の設置について、新築住宅に対

する設置義務、既存住宅に対する努力義務を規定
  

平成 16年 6月［国］ 

改正消防法 公布（平成 18年 6月施行） 

住宅用火災警報器の設置義務付けを新たに規定

（新築住宅及び既存住宅） 
 

 

平成 18年 3月［東京都］ 

改正火災予防条例 公布 

〔適用日〕 

維持管理：平成 18年 6月 1日 

既存住宅：平成 22年 4月 1日 

消防法の改正に伴い、既存住宅の設置義務化等に

ついて、火災予防条例を改正 

 

平成 18年 6月 1日（施行） 平成 20年 6月 1日（施行から 2年） 平成 23年 6月 1日（施行から５年）

設 置 義 務 

 条例で定めた日から設置義務 周 知 

住宅火災に関する消防法令の改正の内容



（２）住宅用火災警報器の効果 
アメリカでは設置義務化による住宅用火災警報器等の普及に伴い、住宅火災による死
者数が１９７０年代（昭和５０年頃）の約６，０００人程度から３，０００人前後と、
ほぼ半減している（図４）。 
図４ アメリカにおける住宅用火災警報器の普及率と住宅火災による死者数 
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出所：総務省「総務省広報誌 平成 17 年 6 月号」  
図５ 住宅用火災警報器等の設置効果  また、日本の住宅火災における住

宅用火災警報器等の設置の有無での
１００件当たりの死者数を比較する
と、設置されていた場合は、設置さ
れていなかった場合の３分の１とな
っている（図５）。火災の被害に対
する効果が実証されている。 

※住宅用火災警報器等

の設置の有無による

死者数比較 

（平成 16 年）  
出所：総務省「火災統計」 1.9
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出所：総務省消防庁 
□事例１  □事例２ 

２階で就寝していた男性は、１階の祖母の部屋の

住宅用火災警報器の鳴動に気づき、階段へ出ると

煙が漂っており、さらに１階へ降りると仏壇から

炎が上がっているのを発

見した。男性は台所にあ

ったバケツなどで水道水

をかけて消火し、自宅の

電話から 119 番通報し

た。 

 女性が牛乳の入った鍋をガスコン

ロで暖めていたことを忘れて外出

したため、空焚きとなり、台所の

住宅用火災警報器が作動した。夫

が住宅用火災警報器の鳴動に気づ

き、コンロの火を消した。なお、

発見が早く、火災には至らなかっ

た。 

 

住宅火災による死者数

（左目盛り） 

住宅用火災警報器等の

普及率（右目盛り） 

住宅用火災警報器を設置していた家庭における奏功事例 



３ 住宅用火災警報器の種類 
 住宅用火災警報器等には大きく分けて
天井に取り付けるものと壁に取り付ける
ものの２種類があり、どちらも家庭用電源
（１００Ⅴ）式と乾電池式の二つの方式が
ある。国内製の警報器には、技術基準に適
合した日本消防検定協会が認定する「ＮＳ
マーク」が付いている。１個平均７～８千
円で、電器店やホームセンターなどで購入
できる。平成１５年は１２万個で約１０億
円の市場規模だったが、今年は約２０倍の
２５０万個、１９０億円市場となる予定で
ある。警報器設置義務が本稼動する平成
２２年には６００万個、４００億円規模に
なると言われている。 
（平成 18 年 6 月 19 日号 日経ビジネスより） 

■ 住宅用火災警報器の種類 
 

 
 

天井取り付け式 壁取り付け式 

 

■ 価格の目安 

ピーピーと音

で知らせる 

音声で 

知らせる 

ガスも 

検出する 

   

約４０００円／個  約１５０００円／個 

また、日本消防検定協会への警報器の鑑定依頼数は、６月が９３万個と前年同月の６
倍に達し、４月から６月累計で既に平成１７年度実績（２５３万個）を上まわっている。

 
 
 制服姿の男が今年２月、名古屋市内の住宅

を訪れた。そこに住む高齢の男性に消防署員

の身分証明のようなものを見せ、「法律で火

災警報器が必要になった」と話し、１個３万

５０００円の警報器の購入を勧めてきた。男

性が戸惑っていると立ち去ったが、不審に思

って消防署に問い合わせると、「署員が物品

を売ることはない」と説明された。 

（平成 18年 5月 22日 朝日新聞より）

 国民生活センターのまとめでは、火災警報

器に関する相談件数は、平成 16年に全国で

32 件だったのが、平成 17 年は 155 件に

なり、約 5倍となっている。 

［だましのテクニック］ 

消防職員等を装う 

 
偽者の制服・身分証明書

などにより信用させる。

   

恐怖心をあおる 

 
法律で義務化され、設置

しないと罰則をとられる

などの恐怖心をあおる 

   

特別価格を強調

する 

 法外な値段を請求してく

る 
   

考える時間を与

えない 

 即決・即金を求め、すぐ

に行方をくらます  

 
４ 早期設置へ向けて 
 新築住宅においては、住宅メーカー等建築業者への周知を徹底することにより、住宅用
火災警報器を設置した上で販売するので、実効性は担保できるが、課題となるのは、既存
住宅への設置普及である。法・条例ともに警報器の設置を義務化しているものの、罰則が
ないため、自己責任に負う部分が大きい。早期に設置を促すためには、住宅火災の実態と
危険性、警報器の有効性等について、ホームページやキャンペーンなどのＰＲ活動を行い、
広く都民に情報提供することが必要である。  

悪質訪問販売に注意！！ 


